
   鹿屋市公印規則の一部を改正する規則 

 鹿屋市公印規則（平成18年鹿屋市規則第21号）を次のように改正する。 

 第７条第２項に次のただし書を加える。 

  ただし、改ざんその他不正な使用を防止するための措置を講じ、かつ、電子公

印を使用する公文書の目的、内容等により複写偽造防止処理を施した用紙による

必要がないとその都度（電子公印の出力が多数ある場合は、当該年度の始めとす

る。）総務課長が認めたときは、この限りでない。 

   附 則 

 令和６年４月１日から施行する。 

 


